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令和３年第４回廿日市市農業委員会総会議事録

１．日 時 令和３年４月６日（火）

午前１０時００分開会 午前１１時３０分閉会

２．場 所 さいき文化ホール １階 多目的ホール

３．出席委員（農業委員１３名）

（推進委員１２名）

４．欠席委員（１名）

５．議事録署名委員

６．会議に出席した委員以外の者

７．服務のため出席した者

８．会議に諮った議題

《審議事項》

⑴ 議案第 13 号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

について（利用権貸借）

⑵ 議案第 14 号 農地法第３条の規定による許可申請について

⑶ 議案第 15 号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

⑷ 議案第 16 号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

《報告事項》

⑴ 報告第 １号 農地法第５条第１項の規定による許可処分取消の

１番 中田 安義 ２番 木浦 紀幸 ４番 中山 誠治

５番 岡 真由美 ６番 古川 憲吾 ７番 宮本 孝博

８番 梶原 安行 ９番 是佐 １０番 山田 政則

１１番 河井 孝之 １２番 岩木 國明 １３番 沖村 弓枝

１４番 河野 義刀

登 宏太郎 岩本 博志 吉田 雅子 岡村 昭男

黒田 球貴 堀田 良昭 清水 透 三田 邦男

小西 礼子 安井 多佳子 松井 祥壮 倉本 良夫

３番 神鳥 正貴

５番 岡 真由美 ６番 古川 憲吾

農業委員会事務局長 河内 光也

係 長 比良 大助

主任主事 武田 枝梨加

（佐伯支所） 主任専門員 西田 昭子

（吉和支所） 主任主事 平井 翔太

（大野支所） 主任主事 奥田 規之

（宮島支所） 主任主事 平岡 滋



2

専決処理について

⑵ 報告第 ２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出受理処分

取消の専決処理について

⑶ 報告第 ３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について

⑷ 報告第 ４号 農地法第５条第 1 項第７号の規定による届出について

９．その他

（開会 午前１０時００分）

事務局

河野会長

議長

事務局

初めに河野会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行され

ます。よろしくお願いします。

会長挨拶。

廿日市市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長を務め

させていただきます。

ただいまから令和３年第４回廿日市市農業委員会総会を開会を

いたします。

まず、本総会の成立を申し上げます。委員総数１３名、出席委

員１３名、欠席委員１名、在任委員の過半数の委員が出席されて

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定

により、本総会は成立をしております。

続いて、議事録署名委員の指名を行います。

廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定に基づき

まして、５番の岡委員さん、６番の古川委員さんのご両名にお願

いを申し上げます。

それでは、ただいまから議事に入ります。

まず初めに、審議事項に入ります。

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画について議案としますが、番号２１、２２番については、

議席番号１番の中田委員が関係する案件のため、先に１８番から

２０、２３から３３番を審議します。

それでは、事務局から説明をお願いします。

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の利用権賃借についてのうち、番号１８番から２０番、

２３番から３３番について説明させていただきます。

それでは、座って説明させていただきます。

議案書は２ページに総括表、３ページから８ページに内訳、位

置図は１ページから１２ページになります。

番号１８番から２０番は、利用権の設定を受ける者が一緒のた

め、まとめて説明させていただきます。

番号１８番、１９番、２０番、農地の所在地は、浅原字枇杷ヶ

原・本郷、登記地目は田です。関係者は議案記載のとおりです。

面積は３筆の４，９３１平方メートルで、利用目的は田及び畑で
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す。期間は番号１８番、１９番は公告日から令和１３年３月３１

日までの使用貸借の新規設定を行うもので、番号２０番は公告日

から令和４年７月３１日までの賃貸借の新規設定を行うもので

す。

次に番号２３番、農地の所在地は、吉和字花原貝野平、登記地

目は田、関係者は議案記載のとおりです。面積は１筆の１，０２

０平方メートルで、利用目的は田です。期間は公告日から令和８

年４月３０日までの賃貸借の新規設定を行うものです。

次に番号２４番、２５番は、利用権の設定を受ける者が一緒の

ため、まとめて説明させていただきます。

番号２４番、２５番、農地の所在地は、浅原字西ヶ迫・東ヶ迫、

登記地目は田です。関係者は議案記載のとおりです。面積は７筆

の６，７５６平方メートルで、利用目的は田及び畑です。期間は

公告日から令和７年３月３１日までの使用貸借の新規設定を行

うものです。

次に番号２６番、農地の所在地は、津田字東河本、登記地目は

田です。関係者は議案記載のとおりです。面積は１筆の５７１平

方メートルで、利用目的は畑です。期間は公告日から令和８年３

月３１日までの使用貸借の新規設定を行うものです。

次に番号２７番、農地の所在地は、津田字上小原、登記地目は

田です。関係者は議案記載のとおりです。面積は２筆の１，２３

３平方メートルで、利用目的は田です。期間は公告日から令和１

３年３月３１日までの使用貸借の新規設定を行うものです。

次に番号２８番から３０番は、利用権の設定を受ける者が一緒

のため、まとめて説明させていただきます。

番号２８番、２９番、３０番、農地の所在地は、玖島字景浦、

登記地目は田です。関係者は議案記載のとおりです。面積は４筆

の４，４３０平方メートルで、利用目的は畑です。期間は公告日

から令和１２年３月３１日までの賃貸借の新規設定を行うもの

です。

次に番号３１番、農地の所在地は、玖島字楢原、登記地目は田

です。関係者は議案記載のとおりです。面積は２筆の９９７平方

メートルで利用目的は畑です。期間は公告日から令和８年３月３

１日までの使用貸借の新規設定を行うものです。

次に番号３２番、農地の所在地は、原字長野、登記地目は田で

す。関係者は議案記載のとおりです。面積は１筆の６５９平方メ

ートルで、利用目的は畑です。期間は公告日から令和８年３月３

１日までの賃貸借の新規設定を行うものです。

次に番号３３番、農地の所在地は、津田字諏訪、登記地目は田

です。関係者は議案記載のとおりです。面積は７筆の３，０９１

平方メートルで、利用目的は畑です。期間は公告日から令和６年

３月３１日までの賃貸借の新規設定を行うものです。

いずれも、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、

内容を精査したところ、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると考えます。
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議長

安井推進委員

議長

５番委員

６番委員

以上で、議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画についてのうち、番号１８番から２０番、２３番

から３３番の説明を終わります。

ご審議のほどお願いいたします。

それでは、事務局の説明が終わりました。地元地区担当委員の

意見をお願いしますが、１６件、利用権設定が多くありますが、

まず１４件分を、１８番、１９番、２０番を安井委員さん、２３

番を岡委員さん、２４、２５を古川委員さん、２６、２７は松井

委員さん、２８、２９、３０、３１、岩木委員さん、３２、岡村

委員さん、３３番、木浦委員さん、順次説明をお願いいたします。

推進委員の安井です。番号１８、１９、２０につきまして、利

用権の設定を受ける者が同じであるため、一括してご報告いたし

ます。３月１７日に古川委員と事務局２名とで現地の確認を行い

ました。番号１８、１９ともに、位置図は１ページとなります。

図を見ていただきますと、現地は小瀬川が大きくカーブした場所

であり、その西手に農地が開けており、周りには人家など全くな

く、人里離れたところです。１８番の○○さん、１９番の○○さ

ん、ともに広島市内にお住まいであり、これまでも他の方に耕作

を依頼しておられましたが、このたび○○さんが受けられること

となりました。次に２０番ですが、位置図は２ページとなります。

現地は、国道１８６号線沿いにあり、近くには○○ゆかりの○○

があり、民家も点在する場所です。借手である○○さんは、これ

までも他の方に耕作を依頼されておりましたが、このたび近所で

規模拡大を進められている○○さんに依頼されることとなった

ものです。地域の中核農業者として耕作放棄地となりかねない農

地を集積しながら規模拡大を実行される○○さんは、地域として

も大変期待ができる若いリーダー的な存在です。以上３件の事案

は、ともに問題はないと思います。ご審議をよろしくお願いしま

す。

ありがとうございます。続いて、岡さん。

５番の岡です。２３番について、ご報告いたします。現地には

３月２５日に行っております。事務局と私と中田さんとで行って

おります。利用権を設定する○○さんですけれども、お兄さんが

亡くなられて、このたび相続されたもので、相続された土地です。

利用権を受けられる○○さんは、吉和でも苗の育苗もされている

大きな農家をされておられる方ですので、問題ないと思われま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

６番の古川です。私から２４、２５についてご報告いたします。

ともに設定を受ける者が同じであるために一括して報告をさせ

ていただきます。３月１７日に安井推進委員と事務局２名とで現
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議長

松井推進委員

地の確認を行いました。初めに２４番ですけれども、位置図は５

ページになります。現地は、山あいの急傾斜地ですが、基盤整備

されてございます。ここは地図に載っています。ですけれども、

全て空き家屋という状況でございます。持ち主の○○さんです

が、これまで広島市内の方に耕作を依頼されておりましたけれど

も、このたび隣接農地で農業に取り組まれる橋詰さんに依頼され

ることとなりました。現地の確認のときには、既に野菜の植付け

の準備が進んでおりまして、長ナスを中心として各種の野菜を作

られるということになっているようです。次に２５番ですけれど

も、位置図は６ページでございます。兼業農家でございます○○

さんですけれども、高齢になったこともあり、隣が実家で農業に

本格的に取り組まれようとしておられます○○さんに耕作を依

頼されるということです。当面は、ここは水田で稲作を考えられ

ているようです。○○さんにつきましては、元○○に勤められて

おりまして、実家が地図にございますが、赤い印のすぐ左のほう

でございます。この実家をベースにお住まいの地御前ですけれど

も、通勤農業を始められまして、３年前から長ナスを中心とした

野菜栽培に取り組まれておられます。農地パトロールでも大変問

題視されておりましたような前のページの、５ページですけれど

も、非常に第１種でありながら荒れた農地、ここらを復旧される

ような取組をしながら、農地の集積を行っておられます。また、

息子さんも今年から一緒に農業を始められるということで、規模

拡大にも取組中でございます。この地区の中核的な農家となり得

る存在ということになろうと思います。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。以上です。

ありがとうございます。

続いて松井委員さん。

推進委員の松井です。番号２６と２７について説明いたしま

す。まず２６番ですが、３月１６日、会長、神鳥委員、事務局２

名とで確認を行いました。地図は７ページになります。下の２６

の網かけのところですが、あの前の道を右に向かうと、津田小学

校のところの土手になりますので、位置的には津田小学校の少し

数百メートル離れたところになります。現況でございますが、こ

こ数年来管理がされておらず、草が繁茂して耕作放棄化しており

ました。毎年農地パトロールでも指摘しておる農地でございまし

た。確認の結果でございますが、利用権の設定を受ける者は、隣

接農地を既に集積して営農しております。今後、農地を堆肥して

再生した後は、露地野菜の栽培が見込まれておりまして、将来的

には耕作放棄地の解消の好例になるものと考えております。それ

から次に番号２７ですが、これも３月１６日に同じメンバーで現

地確認を行いました。地図は８ページです。これは場所は、佐伯

署から北に位置しておりまして、○○の途中になりますけれど

も、現況は水稲が作付予定で既に荒起こしが済んで、準備がなさ
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議長

１２番委員

岡村推進委員

議長

２番委員

れておりました。確認の結果でございますが、利用権の設定後に

おいても従前と同様に水稲を作付するもので特に問題ございま

せん。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

ありがとうございます。

続いて、岩木委員さん。

１２番の岩木です。２８番から３０番の現地確認の報告をいた

します。地図は９ページでございます。３月１７日に事務職員２

名の方と堀田推進委員さんと私とで確認をいたしました。利用権

の移転をされる人は、○○さんともう一人も○○さんです。そし

て○○さんの３名で、３町を利用権設定をされるわけです。そし

て、利用権の設定を受ける方は、○○さんといわれ、地図にもご

ざいますように、網かけの左側のこの図面で見れば２町のようで

すけど、３町ありまして、そこにハウスを６棟設置されておりま

す。それで、今現在、軟弱野菜を作っておられて、今出荷されて

おります。そして今後も、同様のハウスを設置され、露地野菜も

栽培される予定でございます。何ら問題はないと思いますので、

ご意見のほどよろしくお願いいたします。それから３１番です

が、地図は１０ページでございます。これも現調は３月１７日で、

先ほど申しましたように、確認をいたしました。利用権の移転を

される人は渡さんで、受ける方は○○さんでございます。既に耕

作をされておりました。そこには、小葱とかブロッコリーが、私

たちが現地確認をした際にはもう植えてございました。そして今

現在ももう育苗ハウスでいろいろ何か育苗されているようでご

ざいます。そして、網かけの左下のところが本来の住居でござい

ますので、隣接地ですので非常に便利がよいと思いますので、何

ら問題ないと思いますので、ご意見のほどよろしくお願いいたし

ます。以上です。

推進委員の岡村です。３２番についてご説明させていただきま

す。３月３０日、沖村委員と事務局２名、自分とで現地確認を行

いました。地図は１１ページです。○○さんいう方が作られるん

ですけれども、赤の網かけの下の部分、以前利用権設定してもら

ったところで、もう露地野菜を作られておりまして、こちらのほ

うでもそれを作られるということを伺っております。周りには全

く影響がないと思いますので、引き続いて作っていただきたいと

思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

続いて、木浦委員。

２番、木浦です。３３番について説明します。地図は１２ペー

ジということで、網かけのすぐ上が県道になって、右側が廿日市

方面、左側が吉和方面ということで、設定をする者の○○さんが
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議長

議長

議長

議長

すぐ近くの県道の、地図内で網かけされた場所の、崖のすぐ下、

すぐ隣の右側の県道に面している形ですね。それで、権利を設定

するほうの○○さんは、農業研修を既に受けられて、現場ももう

既にもうきれいに耕されていて、ちょうど山あいにある農地なの

ですが、ぐるりとイノシシの柵等も旧所持者がされておりまし

た。耕作されるのに何ら不都合はないということで、○○さんは

自営業、恐らくレストランか何かされておられるのではないかと

思うのですね。そこでの、要するに自分の経営されている店での

野菜を、ここで野菜を作って、自分の店で出すということで計画

されているということです。また、○○さんももう高齢なので、

はっきり言って、休耕されてたのではないかと思うのです。です

が、今度、利用権の設定でこれは賃貸になるのですが、耕作をさ

れるということでいいことだと思いますので。審議のほどよろし

くお願いいたします。

以上、件数が多うございましたが、それぞれの委員さんの説明

をいただきました。これについて、皆さんからのご意見、ご質問

等があればお願いいたします。

耕作放棄地の解消・防止と、また、それに伴う新たな地域の野

菜等を作れとる取組もあるようで、大変いいことなのでしょう。

ご審議をお願いします。何もございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

ご意見がないようですので、お諮りをいたします。

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画についてのうち、番号１８番から２０番、２３番から３

３番までについて承認することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画についてのうち、番号１８番から２０

番、２３番から３３番について承認することに決定をいたしま

す。

続きまして、同じく議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に

基づく農用地利用集積計画についてを議案としますが、番号２

１、２２番については、先ほど言いましたが、議席番号１番、中

田委員が関係する案件のため、中田委員のご退席をお願いいたし

ます。

＝中田委員 退席＝

それでは、事務局から説明をお願いします。
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事務局

議長

５番委員

議長

議長

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の利用権賃借についてのうち、番号２１番、２２番につ

いて説明させていただきます。

議案書は２ページに総括表、４ページに内訳、位置図は３ペー

ジ、４ページになります。

番号２１番、２２番は、利用権の設定を受ける者が一緒のため、

まとめて説明させていただきます。

農地の所在地は、吉和字石原新田・花原東、登記地目は田です。

関係者は議案記載のとおりです。面積は３筆の５，１８４平方メ

ートルで、利用目的は田です。期間は公告日から令和４年１２月

３１日までの賃貸借の新規設定を行うものです。

地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い内容を精査

したところ、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると考えます。

以上で、議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画についてのうち、番号２１番、２２番の説明を終

わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま事務局から説明がございました。地元地区担当委員の

意見をお伺いいたします。

２１番、２２番について説明いたします。２１番ですが、地図

は３ページとなります。１８６号線から縦に抜けるほうの端の辺

りにある農地でございます。利用権を設定される○○さんは、○

○さんがお亡くなりになり、妻の○○さんへの相続権の移転にな

っております。以前より、○○が作っておりますので、何も問題

はないと思われます。２２番につきましても、先ほどの２３番と

同様で、ページは４ページとなります。位置的には、吉和学園が

あるところと、毎年、最近はコロナで去年もできていないのです

けれども、花火が打ち上げられるその中間地点にある土地であり

ます。○○さんはお兄さんが亡くなられたため○○さんが相続さ

れた土地でありまして、以前より○○が作付している田んぼなの

で、何も問題はないと思われます。審議のほどよろしくお願いい

たします。

ありがとうございました。

それでは、これについて、ご意見、ご質問等があればお願いを

いたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。

議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用
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議長

議長

事務局

集積計画についてのうち、番号２１番、２２番について承認する

ことに異議はございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画についてのうち、番号２１、２２番につ

いて承認することに決定をいたします。

中田委員さん、席へお戻りください。

＝中田委員 復席＝

続きまして、議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申

請について議案とします。

事務局から説明をお願いします。

議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請について

説明させていただきます。

議案書は９ページに総括表、１０ページ・１１ページに内訳、

位置図は３ページ、１３ページから１５ページになります。

番号４８番、農地の所在地は、吉和字石原中通で、登記地目は

田、面積は５筆の７，５７３平方メートルの申請です。関係者は

議案記載のとおりです。権利の移転理由は、譲渡人は高齢のため

耕作困難なためで、譲受人は農業経営を引き継ぐためで無償の所

有権移転です。

次に番号４９番、農地の所在地は、友田字氏森で、登記地目は

田、面積は２筆の１，３４１平方メートルの申請です。関係者は

議案記載のとおりです。権利の移転理由は、譲渡人は労力不足に

より耕作困難なため、譲受人は自宅近くに農地があり、耕作地を

広げるためで無償の所有権移転です。

次に番号５０番、農地の所在地は、津田字大別府で、登記地目

は畑、面積は１筆の３８６平方メートルの申請です。関係者は議

案記載のとおりです。権利の移転理由は、譲渡人は労力不足によ

り耕作困難なためで、譲受人は経営規模拡大のための有償の所有

権移転です。

次に番号６１番、農地の所在地は、虫所山字中小路で、登記地

目は田及び畑、面積は７筆の４，２５９平方メートルの申請です。

関係者は議案記載のとおりです。権利の移転理由は、譲渡人は遠

方のため耕作困難なためで、譲受人は新規に農業経営を引き継ぐ

ためで、無償の所有権移転です。

譲受人は保有する機械等から判断して、農地取得後も全ての農

地を耕作するものと認められ、下限面積１０アールを超えてお

り、申請地周辺の農地の利用に支障が生じることは考えられない

ため、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件を満たし

ていると考えます。
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議長

1 番委員

小西推進委員

２番委員

黒田推進委員

以上で、議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついての説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりました。地元地区担当委員の意見をお伺

いいたします。

４８番、中田委員さん、４９番、小西委員さん、５０番、木浦

委員さん、６１番、黒田委員さんの順にお願いいたします。

１番の中田です。番号４８番についてご説明いたします。３月

２５日に現地調査に行きました。岡委員と事務局とで現地調査に

行きました。譲渡人と譲受人は親子の関係で、現在、同居してお

られます。ということで、特に問題はございません。審議のほど

よろしくお願いいたします。

推進委員の小西です。４９番の農地法３条の申請について説明

をいたします。３月１６日、河井委員、事務局２名で現地確認を

しております。場所は地図の１３ページで、近くに友和小学校、

広島バラ園等があります。譲渡人の○○さんは、遠方に住んでお

られ、農地として管理維持ができないため、また、譲受人の○○

さんは、自宅近く、また近くに農地を持っておられ、耕作地を拡

大するための無償の移転です。四季折々の野菜を作付する予定で

す。トラクター、耕運機などを保有しておられますので、農地と

して適切に管理されるものと思います。何ら問題はないと思いま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

２番、木浦です。番号５０番について現地確認を報告します。

これが本当は３月１６日に河野会長、神鳥委員のほか、事務局

とで現場確認する予定でしたが、私用で当時参加することができ

なくて、３月１８日に事務局１名とで現場確認をしました。地図

は、現場の地図は１４ページになります。受け人の○○さんは、

この地域のもともとの出身者であり、既にこれは果樹園としてブ

ドウとか桃とかをもう木もかなり大きくなっているもので、随分

以前から耕作されておられたのではないか思うのですね。それ

で、渡し人の○○さんも高齢になられて、このたび有償移転とい

うことで農地法の３条申請が出たのではないかと思います。とに

かく、受け人が今までどおり果樹園として耕作されるということ

なので、問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いします。

推進委員の黒田です。３月１７日に神鳥委員と事務局２名と４

名で現地確認いたしました。地図は１５ページです。この現場は、

所山で○○というのがありましたが、その手前になります。それ

で図面を見てもらうといいのですが、赤い網かけがしてあります

が、あの間の離れたところは地元の人が耕作されて、その周りも

地元の人が耕作しておられる形です。それで、この無償移転です
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議長

議長

議長

事務局

議長

が、○○さんは○○さんの姪に当たる方なのだと思います。それ

で、この土地は、この地域ではもうこの周りしか今耕作している

ところはないわけですが、今網かけをしてあるところのこの土地

は、少し荒廃化しかけているような状態です。今から耕作しても

らえればこの地域の耕作面積が広くなって非常によいことだと

思います。よろしくご審議お願いします。

ただいまのご説明に対しまして、皆さんからのご意見、ご質問

等があればお願いいたします。

≪委員より質疑等なし≫

ありませんか。

ご意見がないようですので、お諮りをします。

議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請について

許可することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１４号 農地法第３条の規定による許

可申請について許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第１５号 農地法第４条第１項の規定による

許可申請について議案とします。

事務局から説明をお願いします。

議案第１５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて説明させていただきます。

議案書は９ページに総括表、１２ページに内訳、位置図は１６

ページになります。

番号４５番、農地の所在地は、原字矢之崎で、登記地目は宅地、

面積は１筆の４４６．２８平方メートルの申請です。関係者は議

案記載のとおりです。転用の理由は、住宅用地として利用するた

めの申請ですが、農地転用手続を行わず住宅の建築を行っていた

ため、始末書が提出されております。

書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い

内容を精査したところ、事業規模から見て適切な面積であり、本

件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないものと考えま

す。

以上で、議案第１５号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請について説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明が終わりました。地元地区担当委員の意見をお伺

いいたします。

推進委員の岡村委員さん。
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岡村推進委員

議長

議長

議長

事務局

推進委員の岡村です。番号４５番について説明させていただき

ます。地図は１６ページです。３月１２日、沖村委員と事務局１

名と自分とで現地確認に行きました。場所は、国道４３３号線の

原の市民センターがあるのですが、それから南へ約１キロ行った

場所で、そこの南のところの道路の一部の場所です。申請人の○

○さんは始末書を提出されておりましたが、周りに道路を挟ん

で、南側に家があるのですけど、西側も少しこう山ぐらいになっ

ておりまして、周りの農地には全く影響がないような場所だと思

われます。問題はないと思われますので、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

それでは、ただいまの説明がありましたが、これについてご意

見、ご質問等があればお願いをいたします。

ありませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りをします。

議案第１５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて許可することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１５号 農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請について許可することに決定をいたします。

議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて議案とします。

事務局から説明をお願いします。

議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて説明させていただきます。

議案書は９ページに総括表、１３ページ・１４ページに内訳、

位置図は７ページ、１７ページ・１８ページになります。

番号５４番、農地の所在地は、原字下河末の第２種農地で、登

記地目は田、面積は１筆の５７平方メートルの申請です。関係者

は議案記載のとおりです。転用理由は進入路として利用するため

の申請ですが、農地転用の手続を行わず、既に進入路として利用

しているため、顚末書が提出されております。

次に番号５５番、農地の所在地は、津田字下内山の第２種農地

で、登記地目は田、面積は５筆の２，０６６平方メートルの申請

です。関係者は議案記載のとおりです。転用理由は事務所及び露

天資材置場として利用するための申請です。

次に番号５７番、農地の所在地は、永原字大久保の第２種農地

で、登記地目は田、面積は４筆の１，７１０平方メートルの申請
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議長

岡村推進委員

２番委員

三田推進委員

です。関係者は議案記載のとおりです。転用理由は駐車場として

利用するための申請です。

書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い

内容を精査したところ、事業規模から見て適切な面積であり、本

件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないものと考えま

す。

以上で、議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請について説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりました。地元地区担当委員の意見をお伺

いいたします。

５４番、岡村委員さん、５５番、木浦委員さん、５７番、三田

委員さん、お願いします。

推進委員の岡村です。５４番についてご説明させてもらいま

す。３月１２日に沖村委員と事務局１名、自分とで現地確認を行

いました。地図は１７ページです。県道のすぐ側にある農地の場

所ですけれども、譲渡人の○○さんと譲受人の○○さんは、長い

間この場所を進入路を使っておられたらしく、もう随分何年も前

から利用されていて、周りの畑と農地には全く問題なく利用され

ていたようです。今後も問題ないと思いますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

２番、木浦です。番号５５番について説明します。地図は７ペ

ージになります。

現地確認は３月１６日の現地確認が、私用で参加できなかった

ために、３月１８日、事務局１名とで現場の確認をしました。場

所とすれば、７ページの網かけがしてあるところの、少し見にく

いのですが、方位のところが県道になります。右側が廿日市方面、

左側が吉和方面ということで、ちょうど方位の東側が津田小学校

になるという位置にあります。

それで、まず譲渡人の○○さんは、高齢で農業後継者がないた

めということが、理由ということで、受けるのは、佐伯にある建

設会社の○○です。ここに現場事務所と、型枠とかコンパネとか

を露天で置く資材置場ということで申請が出ております。現地は

隣接した工場もありますし、人家もあって、農地もあるのですが、

そういう被害がないように転用されるということです。渡し人の

○○さんもその県道のすぐ近くに自宅もありますので、面積も

２，０００平米くらいあるのですが、それなりに転用されると思

います。よろしくご審議のほどお願いいたします。

推進委員の三田です。５７と５６について説明をいたします。

３月１６日に河井委員と事務局の４名で現地確認を行ってお

ります。５６番を見ていただきたいのですが、昨年の９月の農業
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議長

三田推進委員

議長

三田推進委員

議長

議長

議長

事務局

委員会で説明をしたんですが、○○さんいう方が遠方で農地の管

理ができないという理由で、○○に譲り渡す予定であったのです

が、コロナの影響で非常に難しくなりまして、申請の取り消しを

行っております。そこへ、新たに永原に工場を持ちますリサイク

ル業○○が駐車場として使用する旨の申出がありました。という

ことで、４筆をきやまに譲り渡すということになったものです。

地図を見ていただきたいのですが、１８ページです。県道に面す

る農地で、駐車場として使用する場合の間口ですが、非常に広く、

大型車両の出入りについても可能であると考えます。それと農

地、あるいは住宅とも隣接しておりませんので、特に問題はない

ものと考えております。審議のほうをよろしくお願いいたしま

す。以上です。

ただいま地元委員の説明が終わりました。これにつきまして、

皆さんからのご意見、ご質問等があればお願いします。

今の議案受付番号５７番、露天駐車場といって、そこに真砂を

入れるだけですか。どういうやり方をされるのですか。打合せの

ときに心配したのですけれど、分かりますか。

既にもう更地になっておりまして、そのままもう露天駐車場と

して利用されるということです。

所有権の移転だけですか。

そうです、移転だけです。

皆さんからご意見等あればお願いします。

ほかにございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。

議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて許可することに異議ございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第１６号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請について許可することに決定をいたします。

続いて、報告事項に入ります。

報告第１号 農地法第５条第１項の規定による許可処分取消

の専決処分について報告します。

事務局から説明をお願いします。

報告第１号 農地法第５条第１項の規定による許可処分取消
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議長

議長

事務局

の専決処理について報告いたしますが、少し訂正があります。

１５ページ右側の取消対象申請の許可処分の日、令和２年８月

７日となっていますが、令和２年９月９日の誤りと、その下、処

分取消の通知日ですけれど、令和２年９月９日となっていますの

を、令和３年３月８日と訂正させてください。すみません。

それでは説明をいたします。

議案書は１５ページで、位置図は１８ページになります。

今月の報告は、令和２年９月９日に、許可処分を行ったものに

ついて、令和３年３月８日に処分取消の通知をした１件でござい

ます。

内容につきましては、議案記載のとおりであり、関連議案とし

て先ほど三田委員さんから報告がありました１４ページの議案

第１６号、番号５７番がございます。

取消事由につきましては、新型コロナウイルスの影響で業績悪

化により土地の購入が難しくなったことによる取消しでござい

ます。

以上で、報告第１号 農地法第５条第１項の規定による許可処

分取消の専決処理について説明を終わります。

事務局から説明が終わりましたので、これについて質疑等があ

ればお願いいたします。

ありませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、報告第１号 農地法第５条第１項の

規定による許可処分取消の専決処理について報告を終わります。

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の

受理処分取消の専決処理について報告します。

事務局から説明いたします。

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の

受理処分取消の専決処理について報告させていただきます。

議案書は１６ページ、位置図は１９ページです。

今月の報告は、令和元年１１月２０日に受理処分を行ったもの

について、令和３年２月１２日に処分取消の通知をした１件で

す。

内容につきましては、議案記載のとおりであり、関連議案とし

て１９ページにあります報告第４号の一番上の番号３９番がご

ざいます。

このたびの取消事由につきましては、譲受人の住宅及び倉庫を

建築する予定がなくなったためです。

以上で、報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による

届出の受理処分取消の専決処理について説明を終わります。
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議長

議長

事務局

議長

議長

事務局

これにつきまして、皆さんからの質疑等があればお願いいたし

ます。

ありませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、報告第２号 農地法第５条第１項第

７号の規定による届出の受理処分取消の専決処理について報告

を終わります。

続きまして、報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定に

よる届出について報告をします。

事務局から説明をお願いします。

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に

ついて説明させていただきます。

議案書は１７ページ、位置図は２０ページ・２１ページになり

ます。

今月の報告は、令和３年２月１２日から令和３年３月１０日ま

での間に受理した２件です。

議案の朗読は省略させていただきます。

番号２２番、３７番につきましては、農地転用の手続を行わず、

住宅用地として利用していたため、それぞれてんまつ書、始末書

が提出されております。

書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い

内容を精査しましたところ、適法であると認めましたので、農地

法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理を行い、受理

通知書を交付したところです。

以上で、報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による

届出について説明を終わります。

事務局から説明が終わりました。これについて、質疑等があれ

ばお願いをいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、報告第３号 農地法第４条第１項第

８号の規定による届出について報告を終わります。

続きまして、報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定に

よる届出について報告をいたします。

事務局から説明をお願いします。

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて説明させていただきます。

議案書は１８ページから２０ページ、位置図は１９ページ、２
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議長

議長

事務局

１ページから２５ページになります。

今月の報告は、令和３年２月１２日から令和３年３月１０日ま

での間に受理した８件です。

議案の朗読は省略させていただきます。

番号３８番については、関連議案として２０ページの報告第４

号、４４番があります。

番号３９番、４２番、４４番については、農地転用の手続を行

わず、既に農地以外の用途として利用していたため、始末書及び

顚末書が提出されております。

番号４６番につきましては、過去に転用届が提出されておりま

す。

いずれも書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調

査を行い内容を精査しましたところ、適法であると認めましたの

で、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専決処理を行

い、受理通知書を交付したところです。

以上で、報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による

届出について説明を終わります。

事務局の説明が終わりましたので、これについて、質疑等があ

ればお願いします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので、報告第４号 農地法第５条第１項第

７号の規定による届出について報告を終わります。

以上で、議事を終わります。

続いて、３のその他について事務局から何かありますか。

３点ほどございます。

１点目ですけれど、お手元にお配りしておりますその他資料①

「令和４年度市農業・農村施策に対する提案に係る意見の提出に

ついて」でございます。

毎年、委員の皆様から農業・農村施策に対する提案をいただい

ておりますが、今年も令和３年６月８日、第６回総会のときまで

に取りまとめさせていただきたいと思います。

スケジュールのとおりで、提出された提案は、７月・８月の総

会で審議し、提案書として提出いただく予定ですけれど、皆様か

らいただいた提案は、今年度も予定しております市町村の意見交

換会へも反映させていく予定です。

以上が、提案書についてのご報告です。

次に、総会予定表の変更についてです。

１枚物でお配りしています修正３があるのですけれども、たび

たびの修正で申し訳ございません。変更したところですけれど、

黄色で囲ってあります５月７日、来月の総会です。１５時からを
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（閉会 午前１１時３０分）

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和３年５月７日

議事録署名者

廿日市市農業委員会会長（議長）

廿日市市農業委員会委員（５番委員）

廿日市市農業委員会委員（６番委員）

議長

議長

予定していましたが、歓送迎会が行われないため、通常どおりの

午前１０時からさせていただきたいと思います。来月は１０時、

市役所の７階で行うと訂正させてください。

あと８月の総会ですけれど、３日としていましたが、２日に変

更させてください。

再々の変更で申し訳ございません。

事務局からの連絡は以上でございますが、皆さんのほうから

ご質問はございますか。

以上で、第４回農業委員会総会を終わります。

ありがとうございました。

次回、第５回農業委員会総会は５月７日金曜日、廿日市市役所

７階会議室で開催する予定にしております。よろしくお願いしま

す。本日はありがとうございました。


